
 

事業者・地権者・文化財担当者で、
遺構・遺物の今後の取り扱いについて、
計画の変更などの協議を行います。 

埋蔵文化財を現状のまま保存出
来ない場合、その記録を保存する
ために調査を行います。調査にか
かる費用は、原則として現状を変更
する原因者（開発事業者）が負担
します。 
 ただし、営利を目的としない個人
住宅などについては、国庫補助な
どが受けられる場合もあります。 

 
①工事立会 
狭小で通常の発掘調査が実施できない、また
は計画が埋蔵文化財を損壊しない範囲内であ
るものの、現地で状況を確認する必要がある場
合は、工事の実施中、本村の担当職員が立ち会
います。 

 
②試掘 
埋蔵文化財の有無の確認、もしくはその範囲や
性格、内容等の概要を把握するために、小型の
重機を使用して数ヵ所の掘削を行います。試掘
にかかる費用は本村が負担します。 

 

「埋蔵文化財の照会依頼書」を博物館に提出 

【添付書類】 

・不動産照会→位置図（場所が特定できる地図等） 

・構造物建設予定→位置図・配置図・平面図（改変の範囲がわかる

もの）・立面図・断面図（地下の改変の深さがわかるもの） 

 

 

①工事立会 ②試掘 
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工事着工 取扱い協議 

現状保存 

博物館から文書で回答 

※文化財保護法第 93条で、土木

工事・その他埋蔵文化財の調査以

外の目的で発掘する場合は工事の

着手から 60日前までに届出する

ことが定められています。 

「発掘承諾書（地権者の同意書）」

提出後、担当と試掘の日程を調整。 

埋蔵文化財の取り扱いについて、ご理解とご協力の

ほどよろしくお願いします。 

＊お問合せ先＊ 宜野座村立博物館 TEL：098-968-4378 

埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている

文化財」です。主に貝塚・集落跡・城跡など

の遺跡や、土器・石器・木製品・金属製品

などの遺物があげられます。 

埋蔵文化財は、私たちの国や地域の歴

史と文化を知るうえで、欠かすことのできな

い貴重な財産です。その財産を守るために

「文化財保護法」という法律が定められて

おり、法律に基づき、土地の改変などの行

為に対し調査を行っています。 

埋蔵文化財って

なんだろう？？ 

工事中に遺物・遺構
を発見した場合は、一時
工事を中断し、博物館ま
でご連絡下さい。 


